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四万十町教育委員会会議録（令和４年１１月定例会） 

 

 

１．日 時   令和４年１１月８日（火）午前９：００～午前１１：００ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者  教育長  山脇光章  教育委員  横山順一  坂本維子  谷口和史  事務局  教育次長     浜田章克 

生涯学習課    課長  味元伸二郎 

学校教育課    課長  岡 英祐  副課長  東 孝典          係長  宮本美智 

対策監      中川千穂 

政策監      大元学 

室長兼館長    大河原信子  主査  西尾洋亮  主任  松下理恵   欠席  野中裕子 

 

４．傍聴者   ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （坂本委員） 

（４）議題 

① 議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

② 議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

③ 議案第３号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

④ 議案第４号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

⑤ 議案第５号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

⑥ 議案第６号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

⑦ 議案第７号 指定校区外就学申請の取り扱いについて 

⑧ 議案第８号 四万十町生涯読書活動推進計画策定委員会委員の委嘱及び任命について 

（５）協議事項 

なし 
（６）報告事項 

① 令和３年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の結果につい
て（四万十町版） 

② 文化的施設について 

（７）その他 
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６．議 事 

教育長 ： それでは、ただ今より令和４年１１月定例会を開催します。       日程４、議題の前に、日程６ 報告事項 ②文化的施設について、を報告、説明、
協議案件とさせていただきたいと思います。それでは早速ですが、文化的施設整備推

進室より報告、説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

              （推進室より、報告事項 ②文化的施設について、説明する。）       

 

教育長 ： ただ今、この間の町民説明意見交換会での説明について報告がありました。現在、
議会でも認めていただいています継続費が１６億円弱ですが、そこから７億の増加、

大変、住民の方にとっても大きな金額の増加が、少し不安感もあって反対というか、

必要性はあるけれども、今一度、立ち止まって見直したて見たらどうかという意見も

ありました。谷口委員は、大正地区でも参加をしていただきましたけども、どうでし

ょう。この説明資料を今日初めて見られた委員もおいでかと思いますが、資材高騰と

いえども、７億の増加が不安感をあおっている感もありますし、なお、町としては、

先ほどありました、増加分を含めて健全財政は維持できるとして説明をさせていただ

いたところもあります。 

谷口委員： 物価高騰ですので、世界の情勢がそういう情勢で、その中に入っただけのことなの
で、健全財政が保てるのなら、問題がないと思います。かえって、ここでやめるとい

うのもおかしいし、規模を縮小するという議論もおかしいと思います。 

教育長 ： これだけではなく、全ての公共事業が円安の追い打ちがあって少しアップしている
のは間違いありません。今後、発注に向けては、もう一度、精査できるところは十分

に精査をして、抑えられるところやっていただけるとは思います。 

谷口委員： 説明会で全体の総意というか、９０人位は来ていたと思いますが、その人たちの意
見を聞いて、感触的にはどう思いましたか。 

大元政策監： 大正、十和地域では、個人的な感じですが、かなり前向きな意見だったので、やめ
ようということではなくて、心配する声はありますけれども、施設整備そのものに反対

ということではなかったように思います。窪川地域ではそういった声の方もいらっしゃ

いましたけども、一方で、参加はしてもらっていましたが、賛成という人が、前向きな

意見というのが発言しにくい状況にもあったかと思います。後から終わった後に聞いた

ときには、そういった声もあったということを伺いました。全体的には、割と前向きに

進めていくべきだということの意見が多かったようには、自分は感じています。 

教育長 ： 窪川では、いわゆるコロナの影響もあって、厳しい生活をしている中で、金額が上
がったので、それに対して、問題、課題が、本質がどこにあるかというところです。 

福祉サービスが届いていないのに、こんなもんをやるのかと。こちらは、次のまち

づくり、子育て支援を含めたまちづくりのための施設整備ということを、今までも説

明をしてきていますが、どうしてもこれに特化すると、このような意見がでてきます。   

しっかりとサービスとしても、大学進学に向けて奨学金の返済支援をやっています

し、色々なメニューをやっていますが、そこに行き届いていないのか知っていないの

か分かりませんが、そのような意見が、窪川では出てきていました。ただ、発注にし

ても恩恵を受けれるように、イニシャルコスト、建設も町内でできるだけやる。運営

についてもできるだけやる。特に十和では子ども達が 1 年 1 年、成長が速いので、早
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く恩恵を受けれるようなサービスを提供してもらいたいという意見が出ていました。

立ち止まったら立ち止まるだけ、高齢者の方も言っていましたがあと何年生きるか分

からないので、早くやるものはやって見届けたいという高齢者の方もいらっしゃり、

前向きな意見もありました。 

大元政策監： ランニングコストを心配される声も当然、ありました。この資料でいくと５ページ
に出てますが、赤い部分が総事業、イニシャルコスト、建設にかかるコストで、青いも

のが維持管理費、ランニングコストということで８,０００万余りを見込んでます。こ

の間の議会では、これが本当に正しいのかと、少な過ぎないかという話もありましたけ

れども、実際、今、図書館、美術館が４,０００万程度です。倍増します。ただ、なぜ

倍増するのかというのは、施設ができただけということではなくて、ここに書いている

ように、専門職の雇用であったり、そもそも今、図書の購入費が少ないのでそれを増額

させることや移動図書館を走らせることになりましたので、それにかかる経費そういっ

たものを含めて８,０００万になるというご説明をさせてもらっています。今が当たり

前のサービスのレベルで、さらに上を目指しましょうということではなくて、そもそも

できてなかった部分というのを、せめて本来の基準に戻すべきではないかという部分で

上げていますので、そういったところも、ランニングコストが増えるというふうに単純

に取られる方と、これだけは当然必要なものじゃないか、そもそも必要だったんじゃな

いかと取られる方で、だいぶ印象は違うと思います。そういった説明をさせていただき

ました。 

坂本委員： すごく分かりやすい資料だと思いました。特に、人件費の現状なんかを説明するの
にはすごく分かりやすくて、こういう現状だということを訴えるのには本当にいい資

料だなと思います。 

大元政策監： ありがとうございます。今まで、当然、議論してきたことなんですけども、あらた
めて皆さんに知っていただく必要があるかなというところで、資料を作らせていただき

ました。 

坂本委員： 図書館や美術館なんかも古いなと思って、こういうところが本当に困っているとか
いうのを示された分かりやすくて、これではいけないなというようなことになると思

います。 

横山委員： 図書館、美術館の現状ですよね。それから始まって、これは絶対やっておくべきと
いうような声があったと思うんですが、それを４、５年ぐらい前からずっと丁寧に取

り組みをされてきて、コストが上がるというのがあるにはあるんですが、反対される

方は、コストが上がる前から既に反対されている人がいたと思うんです。事業費が上

がるというのは、どの事業をやっても、高騰するとか、最初の予算より多くなったと

いうのは、見込んで行政もやっていると思いますので、それ以上に、町民に対するサ

ービスというのが優先されると思うんです。だから、すごく今、立ち止まって再度、

検証するというのは大事なことだと思うんですが、ここでやめると今までの取り組み

が、すごく労力もかけられて組織も立ち上げて話し合いもしてきて、できるだけ、こ

のまま完成してもらいたいってというか、前向きに進めていくべきじゃないかなと思

います。       あと、移動図書館車の納車というのが１２月頃に予定になってたと思うんですが、
状況はどうなんですか。 

大河原室長兼館長： 今、発注している状況で、車も、いろんな資材が入りにくいとかいう影響、多少、
受けておりまして、２月の中旬を予定しているところです。ただ、ラッピング、周り
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に絵を描くところでプロの絵本作家がデザインを進めている状況もあって、それは町

の依頼じゃなく、こちらが依頼してる業者のほうで進めている事業として、プロの絵

本作家がラッピングをするというところもあって、その様子を見ながらの納車を予定

しています。もしかしたら、もうちょっと遅れるかもしれませんが、２月から３月中

にはと思っています。 

横山委員： サービス計画の中に、以前からそういう取り組みをするというのがあったので。２
月頃になるということですね。 

大元政策監： これまでの経過のことも、横山委員におっしゃっていただきましたけども、本当に
２９年度から委員会も立ち上げて、構想や計画を立ててきて今の実施設計まで至ったと

ころです。これに関しては、中には施設規模を見直して、設計を見直してという声もあ

りますけれども、基本計画の中に施設規模であったり、そういったものもしっかり書か

れた上で、基本計画なんかを大事にしながら進めてきた内容ですので、単純に設計を狭

くする、小さくするということではなくて、そうなると基本計画、あるいは基本構想か

ら本来やり直さなければならないだとか、そういったことにも影響する内容です。だか

ら、どうしてもやらなきゃいけないということではありませんが、先ほど言っていただ

いた施設の現状とかもありますので、そういったものを踏まえて計画を立てて、それに

基づいてやってきているので、なかなか、やり直しということは利かないと思います。        ここまでくれば、我々としてはしっかり前向きに進めていきたいとは思っていると      ころです。 

谷口委員： 町長がもともとの発想がということも話されたので、平成２８年から携わってます
が、文化的に関係をしている人達を委員に集めて会をしていた。そのときにこういう

現状を話して、増水によって図書館、美術館が浸水するような状況で、それは駄目じ

ゃないかということが始まったので、そういう意味で文化を残していくということは、

これから先の問題ですので、僕ら素人から見たら、何に金を使うか、お金を入れるか

ということが、要するに地域の文化というものを残していくわけで、それはとりもな

おさず財産なので、そこはきちんとしてもらいたいと思います。 

大元政策監： ここでもよく言うんですが、結論として今の施設規模になって、それを仕上げてき
た。今の施設規模にしても何にしても根拠があるといいますか、積み上げてきたもので

はあるんですけれども、規模を小さくすれば、どれぐらいにすればいいのかと、そこま

での議論に立ち返っても、なかなか、結論は出ないと思います。 

谷口委員： そういう問題じゃない。柱２本落として、あるいは１部屋削らして予算をつくって
やるかといえば、そんなものじゃない。景観というものは全体を通してバランスで作

っているので、１部屋削った、それで金額が落ちるかと言えば、そういう問題じゃな

いので、それは議論にならない話だと思います。 

横山委員： 建物のデザインや土地の形状、奥まったところに役場があったので、そういったも
のを利用してアプローチ棟も造って、形状を生かしてコストがあんまり上がらないよ

うな、既存の形を利用してという発想で造られていると思うんです。そこで規模を変

えるというのもちょっとと思います。 

西尾次長： 今おっしゃっていただいたとおり、もともと役場が建っていたところの地形という
ものを生かしまして、我々から設計者にお願いをしたのは、梼原町のような、ああい

う派手さは構わないので、コストを最大限落としつつ、でも、計画に掲げられた機能

はしっかりと達成できるような、そういったものにしていただきたいということでや

っていただいたので、正直、外観の見た目に関しては、梼原町のような派手さはござ
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いませんが、中を利用する面から言うと、しっかりと心地よく利用できるような形で、

しかもコストについては最大限削ってきた形で設計はさせていただいたという状況に

なっています。 

教育長 ： 周りの景観にも配慮したデザインで設計もしていただいているところです。これが
是非、完成したあかつきには、やっとスタートが切れるというところだと思います。       教育委員会としても図書館、美術館、特に図書館サービス自体の目的、機能がまだ
まだ生活の一部になっていない四万十町の生活様式だと思います。そこを広げる拠点

として、また情報弱者がいるとするならば、そこにしっかり伝わるサービスを提供し

たいという思いで、基本計画等にも書かれていますので、それを実現したいと思って

おります。また、教育委員会でも逐一報告をいただいて進めさせていただきたいと思

います。 

松下主任： Ａ３のチラシなんですけど、１１月２３日水曜日、勤労感謝の日に、建設予定地と
町立図書館、美術館を会場に、文化的施設ができたらどんなことができるかというの

を体験してもらうイベントとして、四万十駄馬フェスというイベントをやります。中

を見てもらったら、そういった施設ができたらこんなことができるよという内容で計

画してますので、是非、お越しいただければなと思います。設計図面も実寸大のもの

を引いて、どのぐらいの建物ができるのかなというのを体験してもらえるようになっ

てます。設計者も来てもらうようになってますので、もし、皆さんお時間あればお越

しください。 

教育長 ： １１月２３日の１０時からですね。２,０００㎡ですので、実際にできたら、もっと

こういうものが欲しいなとか、絶対出てくるぐらいのスペースしかないとは思います

けども、今の建築費の高騰もありますので、できるだけ抑えた形で今後、協議をして

１２月議会に上げるのか、次に上げるのか、今、執行部で協議を進めているところで

す。この件についてはよろしいでしょうか。以上で文化的施設の説明、意見交換会で

の報告案件を終わりたいと思います。推進室の皆さん、ありがとうございます。是非、

よろしくお願いします。       それでは、日程４議題に移りたいと思います。今日は傍聴人の方がおいでませんの
で、そのまま進めさせていただきます。議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱い
について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                      （事務局より、議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。） 

 

教育長 ： 議案第１号については、来年度の新入学生です。議案第２号についても同じような
理由となろうかと思います。お子さんは１人で、初めての入学ということで、兄弟児

はいないということですね。この件について何かございませんでしょうか。       学年１人という不安を保護者も持っているということでの申請だと思います。学年
１人というところで、議案第２号もそうなんですが、承諾基準の１６になりますので、

毎年申請をしていただく必要がありますので、その点を保護者に了解を得て、１０年

までと書いてますが、毎年申請をしていただきたいということですね。 

横山委員： 結構、申請が早いんですが、委員会から働き掛けたとかいうことはないのですか。 

宮本学校教育係長： 就学前検査がありまして、保育所にまず８月に希望の就学校の問い合わせをして、
家庭の意思が決まりますので、就学前検査の通知と一緒に、校区外就学の申請書を同
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封して、提出をお願いしております。兄弟児がいる場合は、兄弟児の申請も同時にし

てもらうようにしています。 

横山委員： この時期、新１年生の申請がたくさんあるので、何かあったのかなと思って、１月
には学級編成表とかも学校から集めて出す作業があると思うんですが、そこらあたり

を早く把握するのはすごくいいとは思います。 

坂本委員： 就学前検査があるんですね。 

教育長 ： そうです。先ほどありましたように、就学前検査で前もって保育所通じて連絡を家
庭にもするので、就学したい学校名があって、１人しかいないので、こっちに行きた

いというところで連絡もあって、就学前検査も対象児童が希望する学校で受けて、合

わせて校区外就学の申請という案件です。       それでは、議案第１号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、ただ今、説明提
案のあったとおり申請を受理、承諾でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、同じく議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、を議題
といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                     （事務局より、議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。） 

 

教育長 ： この件についても１人であるために、保護者は●●小学校に入学をしたいという希
望の申請です。この対象家庭については、下にもお子さんがいますが、下の子の話は

聞いてないですよね。 

宮本学校教育係長： 最初は１人でも行かすということを家庭は言っていましたが、近づいてくるにした
がって、１人じゃということで意思が変わった家庭です。 

教育長 ： この件についても学年１人という不安のほうが大きかったこともあり、保護者が送
迎できるという環境にあることから、●●小学校への入学を希望しています。 

坂本委員： 松葉川にしても２か所の小学校に分かれるし、ひかり保育所にしても２か所に分か
れますので、昔なら人数が多いから、送り出すほうとしても、あれでしたが、今はも

う子どもが少なくなって、分かれるというのは送りだすほうも残念というかあれです

ね。 

教育長 ： この件もそうですが、初めて入学するお子さんですので、兄弟児が現に在籍してい
ればまた違ってはくると思います。初めて入学する児童の保護者の思いというか希望

だと思います。       議案第２号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、は説明があったとおり、承
諾でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第３号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                     （事務局より、議案第３号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。） 
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教育長 ： 議案第３号についても新入学児で初めて小学校に上がる子どもです。この件につい
て何かございますでしょうか。この件についても、保護者が学校へ送迎できるという

家庭ですね。 

宮本学校教育係長： もともと●●に住んでいたようで、転居をしたあとも、●●●●●●に通っていた
ようです。 

教育長 ： この件についても承諾基準の１６になりますので、年度ごとになるので令和５年か
ら令和６年、毎年申請が必要ということは、保護者は分かっていますか。 

宮本学校教育係長： 伝えています。 

教育長 ： この申請自体が卒業までになってますが。 

岡学校教育課長： 申請書は１１年ですが、教育委員会が認定するのは１年ということです。 

教育長 ： 希望するのは１１年だけど、毎年申請が必要ということは伝えていますか。 

岡学校教育課長： それは担当から伝えていると思います。 

教育長 ： 議案第３号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、この件についても説明のあ
りました、申請のとおり承諾でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第４号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                    （事務局より、議案第４号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。）  

 

教育長 ： 議案第４号についても新１年生で、承諾基準はナンバー１６の案件です。この件に
ついて何かございますでしょうか。 

谷口委員： 就学を希望する期間の令和５年の４月１日から令和５年の３月３１日と書いて６年
と書き直していますが、公式文書でこれは大丈夫ですか。 

宮本学校教育係長： 持ってきてもらったとき、申請者が直しました。 

浜田教育次長： 訂正印を取るようになっていないので、申請時に担当から伝えて、その場で本人が      直したいうことです。書類上は申請者の判をもらうようにもなってませんし、訂正印
の必要もないという書類にしているので、申請者の意向が確認できれば、これで取り

扱いができるというふうに思っています。 

谷口委員： 分かりました。 

教育長 ： よろしいでしょうか。それでは、議案第４号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ
いて、は申請のとおり承諾でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第５号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                   （事務局より、議案第５号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。） 

 

教育長 ： この件について何かございますでしょうか。この案件についても毎年度申請が必要
という、承諾基準で、保護者に説明し、理解もされているということです。       それでは、議案第５号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、は承諾でよろし
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いでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第６号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                     （事務局より、議案第６号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。） 

 

教育長 ： 議案第号６号について説明ありました。兄弟児とも同じ学校を希望してるというと
ころで、３２ページには以前、該当児の兄の分の承諾就学通知書が添付されておりま

す。この件について何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。       それでは、議案第６号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、は説明がありま
したとおり、申請のとおり承諾でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、議案第７号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、を議題といた
します。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。                      （事務局より、議案第７号 指定校区外就学申請の取り扱いにつ               いて、説明する。） 

 

教育長 ： 議案第７号について説明をいただきました。兄弟児３名の案件です。承諾基準のナ
ンバー７で、毎年度申請が出てきているということですかね。 

横山委員： この申請は４年生、５年生は初めてですか。 

岡学校教育課長： 前回もあっています。 

横山委員： 兄弟が●●小学校へ行っているので、行きたいという申請でも大丈夫ですよね。今
回の分で出てきているということでしたら６年間、毎年申請はなくなるということで

したか。 

浜田教育次長： 留守家庭に当たるので、年度ごとに申請をしてもらい教育委員会が認めるというこ
とになります。 

横山委員： こっちが優先ですか。 

教育長 ： ナンバー１３にも１年生は該当すると思います。下の保育所のお子さんも、くぼか
わ保育所へ連れてきているんですよね。 

浜田教育次長： ナンバー１３で認めるのなら、申請を二つに分けて、留守家庭の兄を認めて、兄が
行っているということで下の子どもを認めるということになるので、効率的な申請に

なっていると思います。 

教育長 ： この件については他にございませんでしょうか。       それでは、議案第７号 指定校区外就学申請の取り扱いについて、は説明があった
とおり、承諾でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ここで休憩を取りたいと思います。 

                   （小休止） 
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教育長 ： それでは、休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。       議案第８号 四万十町生涯読書活動推進計画策定委員会委員の委嘱及び任命につい
て、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。        

（事務局より、議案第８号 四万十町生涯読書活動推進計画策定委
員会委員の委嘱及び任命について、説明する。） 

 

教育長 ： 議案第８号について、ただ今、提案理由の説明がありました。策定委員会の委員の
委嘱及び任命です。公募による方については、４名応募があったというところで、２

人を選出して委嘱をしたいという案件です。１２月１日からということで、年内に第

１回目は開催予定ですか。スケジュール感を説明していただけますか。 

味元生涯学習課長： １２月１日の任命ということで、予定としては、１２月中に１回委員会を開いてキ
ックオフをしたいという考えでおります。 

教育長 ： 事務局として策定時期はいつ頃を予定していますか。 

味元生涯学習課長： 計画策定については、今年度、来年度中に策定を考えております。１年半ぐらいな
んですが、時間をかけてしっかりした計画を立てていきたいと考えております。 

教育長 ： 令和５年度中ということは、令和６年３月末には策定したいということですね。ち
なみに事務局は図書館になりますか。 

味元生涯学習課長： 事務局としては、図書館がやっていただくことになります。 

教育長 ： この件については、設置要綱について協議、決定もしていただいた案件です。子ど
も読書活動推進計画も含めた、バリアフリーの視点からの生涯読書活動推進計画の策

定です。この件について何かございますでしょうか。       それでは、県の子ども読書活動推進計画は大体、出来ていることもあり、それを踏
まえ、四万十町独自の推進計画の策定に向けて、是非、早めに取り組んでいただきた

いということで、教育委員会としての方向はよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、議案第８号 四万十町生涯読書活動推進計画策定委員会委員の委嘱及び
任命について、は委員の委嘱、任命について、承認でよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして、日程５の協議事項は本日、ありません。       日程６報告事項 ①令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題
に関する調査の結果について、四万十町版について報告をさせていただきます。令和

３年度の調査結果については先日、県、国からも報告もあり、報道等でも報告もされ

たと思いますが、四万十町版についても今回、報告をさせていただきたいと思います。

それでは、事務局より説明をお願いいたします。                    （事務局より、報告事項 ①令和３年度児童生徒の問題行動・不登校
等生徒指導上の諸課題に関する調査の結果について、説明する。） 

 

教育長 ： 四万十町の調査結果について報告をさせていただきました。この件について何かあ
りますか。 

谷口委員： 令和３年度の暴力行為の件数のカウントの仕方は、個人なんですか、事件の件数で
すか。 
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中川対策監： 暴力のカウントの仕方は、延べ数になっていて加害者のほうでカウントということ
になっています。例えば、ＡさんとＢさんで双方向だった場合は２件という形です。 

谷口委員： それで、Ａさんが暴力行為を何回も繰り返したらどうなりますか。 

中川対策監： その場合は、同じ状況であれば１件という形で、全然、状況が違う場合は、新たな
カウントということになるので、同じ子どもが、どういう状況でやっているのか、同じ

ような状況でやった場合は、Ａさんが何回もやった場合は件数的には１件でということ

で、状況によってカウントのやり方が変わっています。 

谷口委員： 関わった人がＣだったらどうなりますか。 

中川対策監： 関わってる子たちが違ったら、また、それは状況によって、カウントがプラスされ
ます。 

教育長 ： それでは、報告事項 ①令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査の結果について、は終了させていただきます。       続きまして、その他の案件ですが、お配りした、令和４年９月１０日推計の児童生
徒数、学級数、を参考に見ていただきたいと思います。今後、指定校区外の就学申請

等が来た場合には、また検討もございますが、残念ながら令和５年度については、米

奥小学校は０、川口小学校が１と上がっていますが０になります。０の学年が２校出

てきたという状況です、現在のところ、学級数においても、これは標準の学級数です

ので、これによって教職員の配置も人数も決まってくるというところです。また、転

出による転居等もあろうかと思いますけど、現在の状況ですので、参考までにお願い

をいたします。       続いて、日程ですが、本日午後に秋季研修会がございますのでお願いいたします。 

午後、校長会、小小小中連携の推進協議会がありますので、自分は、欠席させてい

ただきますのでお願いいたします。それから、全国の市町村教育委員会教育長教育委

員研究協議会、前に日程をご案内させていただきましたが、令和４年１２月２３日に

兵庫県、令和５年２月１０日に文科省、東京のどちらかへの参加ということがありま

すが、これについては、地教委は見送りをさせていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。２３日は半日だけの研究協議会の研修ですので、往復を考えたら１泊は

しないといけませんし、またこの時期ですので、文科省の主催についても参加を見送

りたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。       次回の教育委員会ですが、議会が１２月７日に始まりますので、１２月６日の開催
としたいと思います。第１火曜となります。１２月６日 午前９時からとさせていた
だきます。ちなみに、１月ですが、１月１１日を予定させていただきたいと思います。

以上ですので、よろしくお願いいたします。それでは、午後の会、そして１２月６日

の定例会についてよろしくお願いをいたします。       何かございませんでしょうか。それでは、以上をもちまして本日の日程は全て終了
いたしました。教育委員会、１１月の定例会を閉会したいと思います。ありがとうご

ざいました。       
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（閉会） 

 

１２月の定例委員会予定   令和４年１２月 ６日（火）  １月の定例委員会予定   令和５年 １月１１日（火） 

         教育長 ：                      

 

         署名人 ：                       

 


